
「農業委員会と市町村の事務分担特例」の成果

※「令和元年度国家戦略特別区域の評価について（令和２年５月国家戦略特別雨域会議合同会議報告）」より

〇養父市の実績
・延べ処理件数は合計306件、
農地面積40ha

・事務処理期間が11.7日短縮

養父市

新潟市

愛知県（常滑市）

〇新潟市の実績
・延べ処理件数は合計946件、
農地面積354ha

・事務処理期間が19.6日短縮

〇愛知県の実績
・延べ処理件数は合計152件、
農地面積27.2ha

・事務処理期間が５日短縮
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「農業委員会と市町村の事務分担特例」に関するアンケート調査結果

※令和２年７月内閣府実施

○事務処理期間の短縮・負担軽減
・事務処理日数が短縮された。（新潟市）
・農業委員会の総会に議案として諮る手間は減った。（常滑市）

○事業実施の円滑化・利便性向上
・企業と農業者が連携した特例農業法人の設立を円滑に進めることができたほか，6次産業
化に取り組む農業者が特例を活用し，事業展開を進めることができた。（新潟市）
・移管後は随時受付・許可（従前は毎月10日締切、間に合わない場合翌月申請）ができるよ
うになり、処理期間も短縮できたため、農地の流動化を格段に加速させている。（養父市）
・営農を計画したらすぐ耕作へ移りたい農家にとって、申請から許可までの期間が短縮され
ることで、農業経営上の効果がある。（養父市）

○農業委員会の業務効率化
・毎月の農業委員会の議案審議時間が短縮された。（常滑市）
・移管後、総会の会議時間が短縮。短縮した時間を活用し、研修会の開催や現場活動（農地
相談や農地パトロールなど）に注力できるようになった。（養父市）

特例を活用しているいずれの自治体においても、申請から許可までの日数の短縮
や、農業委員会の負担軽減（業務効率化）等の効果が出ており、申請者の利便性
向上や農地の流動化に大きく寄与している。


